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１ はじめに

見積を活用する積算方式（以下「見積活用方式」という。）は、建設工事における設計書の適正

化を図るために試行するもので、発注に当たり、発注者が入札の参加資格を有する者（以下「入札

参加資格者」という。）に当該工種等に係る見積の提出を求め、妥当性が確認できた見積を予定価

格の基となる積算価格に反映させるものである。

本マニュアルは、見積活用方式を試行するに当たり、見積の提出を促進するとともに、実勢価格

を踏まえた適正な積算価格の設定するため、その取扱いをまとめたものである。

２ 用語の定義

本マニュアルにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおりとする。

（１）見積 入札参加資格者から提出された見積価格が記載されている見積書をいう。

（２）実勢価格 市場で実際に取り引きされている価格をいう。

（３）見積価格 見積書に記載されている単価及び価格とし、入札参加資格者が協力会社等からの見

積等を基に設定する価格をいう。

（４）協力会社等 入札参加資格者が採用を予定する下請会社、専門工事業者及び製造業者等をいう。

（５）根拠資料 入札参加資格者が採用を予定する協力会社等から収集する見積書（自社施工の場合

を含む）又は同種かつ直近の契約工事における契約書類等により、単価及び価格が確認できる資

料をいう。

３ 対象工事

（１）建設工事のうち、解体工事には、見積活用方式を適用できる。

（２）見積活用方式は、公募型指名競争入札に適用できる。

（３）見積活用方式の試行を行う案件は、見積等の提出を公募する際にその旨を明らかにするものと

する。

４ 対象項目

（１）直接工事費のうち、発注者の積算価格と乖離している工種又は乖離が予測される工種を対象と

する。なお、当該工種の施工に必要となる仮設的な要素を含む場合は、当該仮設費も併せて見積

の提出を求めるものとする。

（２）共通仮設費又は現場管理費若しくは一般管理費のうち、積み上げ分で現場条件等により発注者

の積算価格と乖離が予測される項目を対象とする。

（３）（１）及び（２）に掲げる事項を、見積等の提出を公募する際に明らかにするものとする。



５ 見積等の依頼

（１）見積等（見積及び根拠資料をいう。以下同じ。）の依頼は、見積等の提出を求める工種等の項

目等を記載した見積書式を入札説明書とともに交付するものとする。

（２）見積等の提出期限は、原則として、見積等の提出を公募した日の翌日から起算して１０日以上

（宮崎市の休日を定める条例第１条第１項に規定する市の休日（以下「休日」という。）を除く。）

設け、見積等の提出を求める工種等の内容や規模等を勘案のうえ、適切な期間の確保に努めるも

のとする。

（３）（１）及び（２）に掲げる事項のほか、見積等が提出できる入札参加資格は、見積等の提出を

公募する際に明らかにするものとする。

（４）入札資格参加者は、見積等の提出を求める工種等の項目等を記載した見積書式及び見積説明書

について、質問することができる。

６ 入札参加資格

見積等を提出できる者は、市内に主たる営業所を有し、宮崎市競争入札参加資格者名簿に解体工

事の登録があるほか、次の要件を満たしていなければならない。

（１）施工実績は、宮崎市発注の解体工事を元請で施工した実績を有するものとし、見積等の提出を

公募する際に、詳細な要件を提示する。

（２）手持件数は、発注時点における解体工事の受注状況を考慮し、１件以内で設定する。

７ 見積価格の妥当性の確認

（１）入札参加資格者から提出された見積等により見積価格の妥当性を確認するものとする。

（２）見積価格の妥当性の確認に当たっては、取引の実例価格や需給の状況、履行の難易、数量の多

寡及び履行期限の長短等を勘案するとともに、見積価格は入札時の実勢価格とし、価格上昇等を

予測した価格ではないことに留意するものとする。

（３）根拠資料の内容が確認できない場合は、確認できる根拠資料を追加で求めるか、又はヒアリン

グ等により内容を確認するものとする。

（４）入札参加資格者の都合による提出期限以降の見積の再提出又は差し替えは認めないものとする。

８ 見積価格の適用

（１）見積価格は、提出された見積等により妥当性が確認された単価及び価格を適用するものとする。

（２）入札参加資格のない者から提出された見積等は、見積価格として適用しない。

９ 公募型指名競争入札の執行等

（１）発注者は、見積等の提出があった者のうち、入札参加資格のある者を指名する。なお、指名は、



見積の提出期限の翌日から起算して１４日以内に通知するものとする。但し、見積の提出状況や

内容の精査等において、設計に想定外の期間を有した場合等は、当該期間を延伸することができ

る。

（２）発注者は、有効な見積等の提出が複数の者からなかった場合、又は提出されたすべての見積等

が宮崎市の予算額を上回る場合は、公募型指名競争入札の執行を取り止めるものとし、これらの

取扱いは、見積等の依頼を公募する際に明らかにするものとする。

10 設計変更等の取扱い

（１）見積活用方式により見積価格を適用した工種等における設計変更時の単価及び価格は、原則と

して、当初設計における単価及び価格とする。

（２）新たな工種等を追加する場合又は当初の条件を大幅に変更する場合における設計変更時の単価

及び価格は、本マニュアルに準じて受注者から提出された見積価格を採用することができる。

11 見積活用方式の手続フロー

見積等の提出の公募（公募型指名競争入札の案内）

入札参加資格確認資料・見積等の提出

見積価格の妥当性の確認

積算価格の算定

入札参加資格者の指名【 公募型指名競争入札 】

入札執行（開札）

契約

１０日以上
（休日を除く）

１４日以内
（休日を除く）


